
岡山市の復興支援 
平成30年7月豪雨により被災された中小企業者・小規模事業者の皆様に対して、 

           事業の復興に向けた各種支援策を創設しました。 

・以下の要件をすべて満たす小規模事業者 
①岡山市内で事業を行っている小規模事業者 
②豪雨災害により直接被害を受け、岡山市長からり災証明を受けた小規模事業者 
③商工会・商工会議所の支援を受けて復興に取り組む小規模事業者 
④国の「被災地域販路開拓支援事業」(小規模事業者「持続化補助金」)の申請が受理された小規模事業者 
⑤平成30年度において、「岡山市小規模事業者復興支援補助金」の採択・交付決定を受けていない事業者 

制度概要 

対象者 

●補助率：１／２ 
●補助上限額：20万円 
●対象費目：国の「被災地域販路開拓支援事業」（小規模事業者「持続化補助金」）の対象とならない  
        備品・什器類 *長期間にわたりその形状を変えずに繰り返し使用できるすべての備品・什器類 
                   *原材料や製品・商品については対象となりません 

条件等 

 被害を受けた中小企業者が、経営安定のために必要とする資金の融通を円滑にするとともに、融資
利率を3年間当市が補助します。 

①岡山市内で事業を行っている中小企業者 
②豪雨災害により直接被害を受け、岡山市長からり災証明を受けた中小企業者 

制度概要 

対象者 

融資の条件 

岡山市小規模事業者復興支援補助金で 

小規模事業者「持続化補助金」の補助対象とならない備品・什器類等の
購入費を支援します 

岡山市経営安定資金融資は 

被害を受けた中小企業者の資金繰りを支援します 

被災３県 
8/2_18:30 

豪雨災害で倒壊した工場の立て直し費用
を補助して欲しい。 

 国の「被災地域販路開拓支援事業」（小規模事業者「持続化補助金」）の申請のために、商工会・
商工会議所と一体となって経営計画を策定した小規模事業者が、復興に取り組む費用を支援します。 

新しい機械を入れて事業を再開、これ
までに逃した受注を取り戻したい。 

●資金の用途：災害の復旧に要する運転資金及び設備資金 
●貸付限度額：1,500万円  ●融資期間：10年以内（措置期間1年以内を含む） 
●融資利率：現在の金利（変動金利）１．４１％ → ０％（当初3年間岡山市が負担） 
●保証利率：年０．６％（セーフティネット4号の場合）、年０．２５％～１．５６％（その他） 
●取扱い金融機関：市内金融機関（詳細はホームページをご参照ください。） 
 

被災した店舗が元に戻るまでの間、移
動店舗で消費者ニーズに応えたい。 

浸水して汚損したエアコンを買い替え
て事業を再開したい。 

予定受付期間：平成30年12月26日(水) ～平成31年4月10日（水）＜追加公募分＞ 

取扱期間：平成30年7月30日(月)～平成31年3月29日(金) 

※交付決定前に実施した事業にも認められる場合があります。 

① 
復興支援 
補 助 金 

② 
金融 
支援 

■お問い合わせは各商工会・商工会議所へ（裏面お問い合わせ先参照） 

■お問い合わせ先は岡山市 産業振興・雇用推進課 中小企業振興室へ(裏面お問い合わせ先参照) 

裏面あり 

裏面あり 

20万円 
（補助金） 

実質金利0％ 
（当初3年間） 

開始時期：平成３０年８月２４日 

開始時期：平成３０年８月２４日 



           
             岡山市 

ＨＰ  岡山市 平成３０年７月豪雨 ｜ 

 日本政策金融公庫の 

   平成30年7月豪雨特別貸付は 

制度概要 

詳細は、岡山市ホームページをご覧ください 

ＵＲＬ http://www.city.okayama.jp/keizai/sangyou/sangyou_00579.html 

ものづくり補助金により 

設備投資を支援 

特別貸付の対象者 

・平成３０年７月豪雨により 
 被害を受けた商店街組織 
※施設復旧は交付決定前の事業も  
  対象とすることが可能です。 

●補助率：・施設復旧：３／４（国1/2、県1/4） 
        ・にぎわい創出：定額（上限：100万円） 
●対象費目：・施設復旧：アーケードの改修等にかかる費用 
         ・にぎわい創出：にぎわい回復のための事業費用 

二次公募における優先採択や、既採択
者への柔軟な対応を行います 

 中小企業の革新的サービス開発・試作品開
発・生産プロセスの改善を行うための設備投資
等を支援します。 

被害を受けた中小企業者の資金繰りを支援します 

①災害救助法が適用された11府県において直接被害を受けた中小企業・小規模事業者 

被災３県 
8/2_13:30 

ミラサポ専門家派遣により

経営課題を解決 

●補助率：２／３または１／２ 
●対象費目：機械装置費、技術導入費、 
     専門家経費、運搬費、クラウド利用費 

公募期間： 8/3～9/10 

条件等 

①岡山市内で事業を行っている中小企業者・小規模事業者 

②豪雨災害により直接被害を受け、岡山市長からり災証明を受けた中小企業者・小規模事業者 

被害を受けた中小企業者の資金繰りを支援します 

対象者 

  商工会議所、商工会又は都道府県商工会連合会の実施する経営指導（原則、6ヶ月以上）を受けている小規模事
業者（原則、１年以上の所在）であり、商工会議所又は商工会等の長の推薦を受けた者 

利子補給の対象者 

①岡山市内で事業を行っている小規模事業者 

②豪雨災害により直接被害を受け、岡山市長からり災証明を受けた小規模事業者 

お問い合わせ先 

■①及び④について 
 岡山商工会議所     Tel：086-232-2266 岡山南商工会 Tel：086-296-0765 
 岡山北商工会       Tel：086-724-2131 岡山西商工会 Tel：086-293-0454 
 赤磐商工会 瀬戸支所 Tel：086-952-0323 

■③について 
 日本政策金融公庫 岡山支店 
  中小企業事業 Tel：086-222-7666   国民生活事業 Tel：086-225-0011 

■②について 
 岡山市  産業振興・雇用推進課 中小企業振興室 Tel：086-803-1325 

利子補給の対象者 

参考(特別貸付の金利等） 

貸付限度額：中小企業者１億円、小規模事業者３，０００万円 

融資利率：中小企業０．２６％→０％、小規模事業者０．４６％→０％（当初3年間岡山市が負担） 

④ 

金融 
支援 

③ 
金融 
支援 

参考(特別貸付の金利等） 

貸付限度額：１，０００万円（別枠） 

融資利率：小規模事業者０．２１％→０％（当初3年間岡山市が負担） 

■お問い合わせは各商工会・商工会議所へ（下記お問い合わせ先参照） 

実質金利0％ 
（当初3年間） 

         日本政策金融公庫の 

            西日本豪雨災害マル経は 

            

実質金利0％ 
（当初3年間） 

実質金利０％ 
（当初3年間） 

開始時期：平成３０年８月２４日 

受付開始 平成30年8月24日(金)～ 

受付開始 平成30年8月24日(金)～ 

■上記貸付をご利用の方は必ず、日本政策金融公庫 岡山支店 へご連絡ください。 

  連絡先  中小企業事業 Tel：086-222-7666 国民生活事業 Tel：086-225-0011 

 


